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判決日：令和７年３月２４日 

担当部：知的財産高等裁判所第３部 

判決 決定取消（特許取消決定取消） 

参照条文 特許法第２９条第２項 

キーワード 進歩性 

 

１．概要 

 発明の名称を「ビークル」とする発明の特許出願について、補正後の特許発明が、引用

発明、周知事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもので

あるとの本件審決の判断は誤りであるとして、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決

を取り消した事例 

 

２．経緯 

令和２年 ７月２０日：出願（特願２０２１－５３４０２５） 

令和４年 ８月 ２日：拒絶理由通知 

令和５年 １月 ４日：拒絶査定 

令和５年 ４月１２日：拒絶査定不服審判、手続補正 

令和６年 ４月１０日：拒絶審決 

令和６年 ５月２２日：提訴 

令和７年 ３月２４日：判決言渡 

 

３．本件発明の概要 

３．１．請求項の記載 

【請求項１】 

 ビークルであって、 

 前記ビークルは、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであり、 

 前記ビークルは、 

 回転するクランク軸を有し、燃焼によって生じるパワーを前記クランク軸のトルク及び

回転速度として出力するエンジンと、 

 前記クランク軸と連動するよう設けられ前記エンジンに駆動され発電する発電用電動機

と、 

 前記発電用電動機で発電された電力をエネルギーとして貯蔵するエネルギー貯蔵装置と、 

 前記発電用電動機とは異なる、前記エネルギー貯蔵装置及び／又は前記発電用電動機か
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らの電力の供給を受けてパワーを出力する、推進用電動機と、 

 前記推進用電動機から出力されたパワーによって駆動される推進器と、 

 前記エンジンと、前記推進用電動機と、前記発電用電動機とを制御する制御装置であっ

て、加速指示に応じて前記推進用電動機に供給される電力を増大するよう前記エンジン及

び前記発電用電動機を制御し、前記推進器が前記推進用電動機から出力されたパワーのみ

によって駆動される場合、前記エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に関わらずに、前

記加速指示を契機として、前記エネルギー貯蔵装置及び／又は前記発電用電動機から供給

される電力で駆動される前記推進用電動機により前記加速指示に応じた目標パワーを出力 

するように、前記加速指示よりも前に、少なくとも前記発電用電動機で発電された電力の

供給の受け及び前記推進用電動機に対し電力の供給を行なう前記エネルギー貯蔵装置のエ

ネルギー貯蔵量に応じて前記発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの

回転速度を増速する制御装置と、を備える。 

 

３．２．明細書の記載 

（要約） 

・ビークル 1は、加速指示よりも前に発電用電動機 20の負荷トルクを減少することにより

エンジン 10 の回転速度を増速する（例えばＨ４）。この場合、回転速度が増速しても、発

電用電動機 20から出力される電力は実質的に増加しない。このため、回転速度が増速して

も、エネルギー貯蔵装置 4 に対する充放電量は実質的に変化しない。これにより、エネル

ギー貯蔵装置 4の大型化を抑制しつつ、加速指示よりも前に、エンジン 10の余裕駆動力を

増大することができる。 

・その後、加速指示を契機として推進用電動機 30に供給される電力を増大するために、エ

ンジン 10から出力されるパワーを増大する（例えばＨ５）。これによって、エンジン 10か

ら出カされるパワーが増大する。加速指示よりも前にエンジン 10の余裕駆動力を増大して

いるため、回転速度の更なる増大を待つことなく、エンジン出力が急速に増大する。 

・これにより、エネルギー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量が比較的小さい場合でも、エネ

ルギー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量に関わらずに加速指示に応じた目標パワーを出力す

ることができる。 

 

 

（明細書抜粋） 

[0039]・・制御装置 60 は、エンジン 10 と、発電用電動機 20 と、推進用電動機 30 とを制

御する。具体的には、制御装置 60は、以下の(1)及び(2)の動作をそれぞれ行うように構成

されている。 

 (1)の動作は、エネルギー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量に応じて発電用電動機 20 の負

荷トルクを減少することによりエンジン 10の回転速度を増速することである。制御装置 60
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は、加速指示よりも前に、発電用電動機 20の負荷トルクを減少する。本実施形態では、例

えば図 1(b)に示すように、発電用電動機 20の負荷トルクを T3から T1に減少することによ

り、エンジン 10の回転速度を R1から R2に増大する(矢印 H4)。 

 (2)の動作は、加速指示が出力された場合に、加速指示を契機として推進用電動機 30 に

供給される電力を増大することである。本実施形態では、例えば図 1(b)に示すように、推

進用電動機 30 に供給する電力を増大するために、エンジン 10 から出力されるパワーを P1

から P4 に増大する(矢印 H5)。具体的には、エンジン 10 に供給される空気及び燃料を増大

することによって、エンジンの回転速度が R2 のままで、エンジン 10 から出力されるエン

ジントルクが増大できる。これによって、エンジン 10から出カされるパワーが増大する。 

 なお、矢印 H5に示すようにエンジントルクが増大した後、エンジンの回転速度も増大す

る。この結果、エンジンの回転速度は R2よりも大きくなる。即ち、図 1(b)における動作点

(R2,T8)が更に右に遷移する。これによって、エンジン 10 から出力されるパワーが更に増

大する。ただし、エンジン 10 に接続され回転する部材及びエンジン 10 自体は、イナーシ

ャを有する。このため、エンジンの回転速度の増大には時間がかかる。 

 これに対し、矢印 H5に示すようなエンジントルクの増大に伴うパワーの増大は短時間で

行なわれる。従って、遅れなくパワーが増大する。 

[0040]・・比較例のビークルの制御装置は、発電用電動機の負荷トルクを変更することな

くエンジンの回転速度を増速する。比較例のビークルでは、エンジンに供給される燃料及

び空気を増大することによってエンジンの回転速度を増速する。図 1(C)に示すように、比

較例のビークルでは、発電用電動機の負荷トルクが T6 のままエンジンの回転数が R1 から

R2 に増速するか(矢印 H6)、又は、負荷トルクが T6 から増大しつつ、エンジンの回転数が

増大する。 

 比較例のビークルは、加速指示よりも前に、発電用電動機の負荷トルクを変更すること

なくエンジン 10の回転速度を増速するために、エンジンから出力されるパワーを増加させ

ている。このため、エンジンの燃料消費量が増大する。 

[0041]・・回転速度の増速によって回転速度を増速する場合、比較例のように燃料及び空

気を増大することによってエンジンの回転速度を増速する場合と比べて、燃料消費量の増

大が抑制される。 

 つまり、本実施形態のビークル 1はエンジン 10から出力されるパワーを増加させないた

め、エンジン 10の燃料の消費の増大を抑えることができる。 

[0042]本実施形態のビークル 1は、加速指示よりも前に発電用電動機 20の負荷トルクを減

少することによりエンジン 10の回転速度を増速している。この場合、回転速度が増速して

も、発電用電動機 20から出力される電力は実質的に増加しない。このため、回転速度が増

速しても、エネルギー貯蔵装置 4 に対する充放電量は実質的に変化しない。従って、加速

指示よりも前に回転速度が増速する場合に、例えば、エネルギー貯蔵装置 4 が満充電の状

態となりエネルギー貯蔵装置 4 が劣化する可能性が減少する。このため、ビークル 1 に設
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けられるエネルギー貯蔵装置 4 の容量の増大を抑制することができる。つまり、本実施形

態のビークル 1 によれば、エネルギー貯蔵装置 4 の大型化を抑制しつつ、加速指示よりも

前に、エンジン 10の余裕駆動力を増大することができる。 

[0043]制御装置 60 は、上記の(1)及び(2)の動作によって、加速指示(図 7 のステップ S21)

よりも前に、少なくともエネルギー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量に応じて発電用電動機

20の負荷トルクを減少することができる。これにより、エンジン10の回転速度が増速する。

これにより、エンジン 10の余裕トルク及び余裕駆動力が増加する。・・ 

 エンジン 10の余裕駆動力が増加することによって、その後、加速指示を契機としてエン

ジン 10に供給される燃料及び空気量が増大する場合、回転速度の更なる増大を待つことな

く、エンジントルクの増大に伴い、エンジン出力が急速に増大する。 

 これにより、制御装置 60は、エネルギー貯蔵装置 4のエネルギー貯蔵量が比較的小さい

場合でも、加速指示を契機として発電用電動機 20の出力の増大を利用して、目標パワーに

対応する電力を推進用電動機 30に供給することができる。この結果、推進用電動機 30は、

加速指示に応じた目標パワーを短時間で出力する。つまり、推進用電動機 30が、エネルギ

ー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量に関わらずに加速指示に応じた目標パワーを出力するこ

とができる。 

 エネルギー貯蔵装置 4 のエネルギー貯蔵量が減少している場合でも、加速指示を契機と

して推進用電動機 30から出力されるパワーが、短時間で目標パワーに到達する。詳細には、

推進用電動機 30 から出力されるパワーが、例えば加速指示よりも前にエンジン 10 のエン

ジン回転速度を増速しない場合(例えば矢印 H1に示す遷移)と比べ、短時間で目標パワーに

到達することができる。・・ 
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４．引用発明（特開２００１－２１１５０５号公報）の明細書の記載 

（要約） 

・バッテリ温度が低く、バッテリ９が出力可能な電力が低下しているときは、発電出力の

応答遅れによる不足電力がバッテリ９の最大出力を超えてしまう可能性がある。 

・そこで、バッテリ９の温度を検出し、検出された温度が低いときは同じ出力を保ちつつ

エンジン１及び電動機２の動作点を高回転速度且つ低トルク側へと変更（例えば、動作点

を、下図実線のものから、下図破線のものに変更）し、エンジン１の余裕トルクを増大さ

せる。 

 

（明細書抜粋） 

【００１６】 

 ・・この車両では、無段変速機として機能する電気パワートレーン５がエンジン１と図

示しない駆動輪との間に接続されている。 

【００１７】 

 電気パワートレーン５は、発電機２と電動機４とを備えており、入力側の発電機２がエ

ンジン１のクランク軸に接続され、出力側の電動機４が車両の駆動軸６に接続されている。 

【００１８】 

 発電機２、電動機４は・・、インバータ８に接続されている。また、インバータ８には

蓄電装置としてのバッテリ９（あるいはキャパシタ）が接続されており、その温度ＴＥＭ
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ＰＢはバッテリ温度センサ２０により検出される。 

【００１９】 

 エンジン１の出力は発電機２によって回生され、電動機４はその回生された電力で駆動

される。電動機４の消費電力は、基本的には発電機２から供給される電力で賄われ、後述

する発電出力の応答遅れにより電動機４への供給電力が不足する場合等に限り、バッテリ

９から電動機４に電力が供給される。 

 

【００２５】 

 ・・バッテリ温度ＴＥＭＰＢが低く、バッテリ９が出力可能な電力が低下しているとき

は、発電出力の応答遅れによる不足電力がバッテリ９の最大出力を超えてしまう可能性が

ある。そこで、本発明に係る駆動力制御装置では、これを防止すべく発電機２の発電出力

の応答が早められる。 

【００２６】 

 具体的には、バッテリ温度ＴＥＭＰＢが低くなるほどエンジン１及び発電機２の動作点

が高回転速度かつ低トルク側に変更されてエンジン１の余裕トルクが増大され、発電機２

の発電出力の応答が早められる 

 

【００４３】 

 更に、バッテリ温度が低い時にはバッテリ９の最大出力が低下するため、電動機４へ供

給される電力が不足しやすくなる。電動機４の駆動出力の応答は運転性に与える影響が大

きいため、電動機４への供給電力が不足すると運転者に違和感を与える原因となる。 

【００４４】 

 発電出力の応答遅れによる不足電力をバッテリ９により供給可能な電力以下にするには、

発電機２の発電出力の応答を早めて不足電力を抑えればよい。発電出力の応答を早めるに

はエンジン１の余裕トルクを増大する必要がある。 

【００４５】 

 そこで、本発明に係る駆動力制御装置では、バッテリ９の温度を検出し、検出された温

度が低いときは同じ出力を保ちつつエンジン１及び電動機２の動作点を高回転速度且つ低

トルク側へと変更し、エンジン１の余裕トルクを増大させている。 

【００４７】 

 ・・・アクセルペダルの操作量が増大され電動機の駆動出力が増大していく状況で且つ

バッテリ温度が低い場合には、図５に破線で示すように同じ出力を保ちつつエンジン１及

び発電機２の動作点が高回転速度且つ低トルク側、電気パワートレーン５の変速比でいう

とローギア側に変更され、エンジン１の余裕トルクが増大される。 

【００４８】 

 余裕トルクが増大されると、・・発電出力の応答が早められるので発電出力の応答遅れに
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よる不足電力を常に最大電力以下に抑えることができ、加速に必要な電力をバッテリ９か

ら供給できないことによる加速不良は解消される。 

 

 

５．本件事案の概要 

５．１．本件発明の引用発明との相違点 

（要約） 

・本件発明は「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローン」を対象としているの

に対して、引用発明は四輪自動車（アクセルペダルがある車両）を想定している。 

・本件発明は「エネルギー貯蔵量（残量）の低下」に対応するために、負荷トルクを下げ

ることによってエンジンの回転速度を上げるのに対し、引用発明は「バッテリ温度の低下」

に対応するために、負荷トルクを下げることによってエンジンの回転数を上げている。 

 

（判決文抜粋） 

 ビークルについて、本件補正発明は、「リーン姿勢で旋回可能に構成された」車両又は「ド

ローン」であるのに対し、引用発明は、そのようなものであるか明らかでなく、・・本件補

正発明は、エネルギー貯蔵装置の「エネルギー貯蔵量に関わらずに」、加速指示を契機とし

て、エネルギー貯蔵装置及び／又は発電用電動機から供給される電力で駆動される推進用

電動機により加速指示に応じた目標パワーを出力するように、エネルギー貯蔵装置の「エ

ネルギー貯蔵量に応じて」発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回

転速度を増速するものであるのに対し、引用発明は、バッテリ９（エネルギー貯蔵装置）
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の「バッテリ温度が低く供給可能な電力が低下する場合でも」、アクセルペダルの操作量が

増大され（加速指示を契機として）、バッテリ９（エネルギー貯蔵装置）及び／又は発電機

２（発電用電動機）から供給される電力（供給される電力）で駆動される電動機４（推進

用電動機）によりアクセル操作量ＡＰＳ（加速指示）に応じた駆動出力が得られる（目標

パワーを出力する）ように、バッテリ９（エネルギー貯蔵装置）の「バッテリ温度が低く

供給可能な電力が低下する場合にはバッテリ温度が低いほど」同じ出力を保ちつつエンジ

ン１及び発電機２の動作点が高回転速度且つ低トルク側へと変更しエンジン１の余裕トル

クを増大させる（発電用電動機の負荷トルクを減少することによりエンジンの回転速度を

増速する）ものである点。 

 

５．２．原告の主張 

１ 発明対象の技術的性質について 

（要約） 

・引用発明は、アクセルペダルを操作する四輪自動車を想定している。 

・本件発明、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びドローンを対象としている。 

・引用発明のアクセルペダルを備えた四輪車という記載から、リーン姿勢で旋回可能に構

成された車両やドローンを思いつくことはない。また、リーン姿勢で旋回可能に構成され

た車両やドローンと、四輪車とは質の異なる課題を抱えているため、四輪車向けの技術を

そのままリーン車両やドローンに適用することは、当業者にとって容易ではない。 

 

（判決文抜粋） 

 引用文献・・には、引用発明である「車両」が記載されているが、リーン姿勢で旋回可

能に構成された車両又はドローンが記載されていない。 

 引用発明は、・・「アクセルペダルの操作量」について記載しているところ、「アクセルペ

ダル」は四輪自動車に特徴的な構成であり、このことは技術常識である。 

 これに対し、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両は、アクセルペダルではなくアク

セルグリップを備える。アクセルグリップが、オートバイ、すなわちリーン姿勢で旋回可

能に構成された車両に特徴的な構成であることは技術常識である・・。また、ドローンに

ついても、当業者は、引用文献のアクセルペダルの記載から、ドローンを想起しない。 

・・・ 

 また、本件補正発明は、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンであるこ

とにより、引用文献に示される車両の場合とは質の異なる新規な課題を有するため、引用

発明の車両（ビークル）を、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンとする

ことは、当業者にとって容易とはいえない。 

 

２ 課題について 
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（要約） 

・リーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローンは、加速の応答性が姿勢の安定に直

結する。 

リーン姿勢で旋回可能に構成された車両のバッテリは、四輪車のバッテリに比べて格段に

小型軽量であるため、バッテリ容量が非常に小さく、バッテリ残量が短時間で激しく増減

するという特有の課題を抱えている。 

・本件発明は、バッテリ残量が激しく変動する状況下でも、加速指示に対して常に同じよ

うに出力できる（応答の再現性を保つ）ようにして、リーン姿勢で旋回可能に構成された

車両、ドローンの姿勢を安定させるものである。 

・引用発明は、バッテリの温度が低い時の電力不足を防ぐための技術である。環境による

温度の変化は短時間で変動するものではなく、短時間で変動するリーン姿勢で旋回可能に

構成された車両又はドローンのバッテリ残量の低下とは全く異なる事象である。 

・したがって、温度低下に対応するための制御を、バッテリ残量の激しい変動に対応する

ための制御として思いつく理由や示唆は存在しない。 

・仮に引用発明の「温度が低下したとき」という条件を「バッテリ残量が低下したとき」

に置き換えてしまうと、引用発明本来の目的である「温度低下時の問題解決」ができなく

なってしまう。 

・このように、条件を変更することには明らかな阻害要因があるため、従来技術の知識を

もとに「温度低下」の代わりに「残量低下」を条件として採用することは、当業者にとっ

て容易なことではない。 

 

（判決文抜粋） 

⑴ ・・リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローン自体の姿勢の制御性は、リー

ン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおける加速制御の応答性に影響される。 

⑵ リーン姿勢で旋回可能に構成されたビークルは、・・四輪自動車よりも格段に小型軽量

であることが求められる。・・このため、リーン姿勢で旋回可能に構成されたビークルに備

えられるエネルギー貯蔵装置は、例えば四輪自動車の場合と比較して格段に小型軽量であ

る。また、・・ドローンは、空中で移動又は滞在するため、四輪自動車よりも格段に小型軽

量であることが求められる。このため、ドローンに備えられるエネルギー貯蔵装置は、例

えば四輪自動車の場合と比較して格段に小型軽量である。 

 ・・したがって、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンに備えられるエ

ネルギー貯蔵装置の容量は、例えば四輪自動車の場合と比較して格段に小さい。このため、

エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵状態は、充電及び放電によって短時間で増大及び減

少する。 

・・・ 

 本件補正発明は、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおいて、エネ
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ルギー貯蔵状態に関わらず加速指示に対する出力の応答に再現性を有することで、エネル

ギーの貯蔵の容量が格段に小さくエネルギー貯蔵状態が短時間で変動し、姿勢の制御性が

変動しやすい、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおいて、姿勢の制

御性をエネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵量に対応させるという課題を解決する。 

⑶ 引用発明は、・・「バッテリの温度が低いときに、バッテリから加速に必要な電力を供

給できなくなるのを防止し、良好な加速応答性を確保すること」・・を課題として、「・・

バッテリ温度が低く供給可能な電力が低下する場合に・・同じ出力を保ちつつ・・高回転

速度且つ低トルク側へと変更しエンジン１の余裕トルクを増大させるものである」・・。こ

のようなバッテリの温度の低下によって電力を供給できなくなることは、エネルギー貯蔵

量の減少によって電力を供給できなくなることと明確に区別される、異なる事象である。 

 リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンでは、・・移動中の充電及び放電に

伴い、エネルギー貯蔵量が短時間で変動する。これに対し、引用文献のバッテリ温度は、

車両が置かれる環境の温度を反映しているものであり、短時間で変動するものではない。 

・・ 

 リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおいて、エネルギー貯蔵状態に

関わらず加速指示に対する出力の応答に再現性を有することによって、姿勢の制御性を、

エネルギー貯蔵状態における短時間での変動に対応させる、という本件補正発明の特徴点

に到達するために、引用発明の車両におけるバッテリの温度に応じた制御をしたはずであ

るという示唆等は、引用文献及び周知技術として挙げられたいずれの文献にも存在してい

ない。 

・・・ 

⑸ ・・仮に、引用発明において、バッテリ温度が低い場合に代えてＳОＣが低下した場合

を採用した場合、引用文献の【発明が解決しようとしている問題点】に記載された「バッ

テリの温度が低いときに、バッテリから加速に必要な電力を供給できなくなるのを防止し、

良好な加速応答性を確保すること」という引用発明の課題が解決できなくなる。つまり、

バッテリ温度が低い場合を条件とすることと、ＳОＣが低下した場合を条件にすることに

は、引用文献に対する適用の阻害要因を構成し得る程の質的な差異があるといえる。 

 また、引用文献には、・・ＳОＣが低下した場合にエンジンの回転速度を増速することは、

記載も示唆もされていない。引用文献では、バッテリの温度が低いときに発電機の発電出

力の応答を早めることによって、良好な加速応答性を確保するという目的を達成している

のであるから、バッテリ温度が低い場合に加えて、ＳОＣが低下した場合を採用すること

の契機とはなり得ない。 

 したがって、「周知事項に鑑みて、バッテリ（エネルギー貯蔵装置）温度が低い場合に代

えて、あるいは、これに加えて、エネルギー貯蔵量（ＳОＣ）が低下した場合を採用」す

ることは、容易といえない。 
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３ 効果について 

（要約） 

・本件発明の制御を行うことで、バッテリ残量にかかわらず、加速指示に対してする応答

の再現性を高めることができる。その結果、バッテリ残量が短時間で変動するリーン姿勢

で旋回可能に構成された車両、ドローンにおいて、姿勢制御を安定させることができる。

このような効果は、本件発明に特異なものであり、当業者が周知技術からは予測できない

ものである。 

 

（判決文抜粋） 

 本件補正発明の効果は、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおいて、

エネルギー貯蔵状態に関わらず加速指示に対する出力の応答に再現性を有し、これによっ

て、本来エネルギー貯蔵状態が短時間で変動するため、姿勢の制御性が変動しやすい、リ

ーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンにおいて、姿勢の制御性を、エネルギ

ー貯蔵状態における短時間での変動に対応させることができるという特異な効果を有する。

本件補正発明の効果は、周知技術を考慮に入れても当業者が予測し得る程度のものではな

い。 

 

５．３．被告の主張 

１． 

（要約） 

・引用発明の「温度低下時の電力不足を防ぎ、加速応答を良くする」という目的と、「負荷

トルクを下げてエンジンを上げる」という制御の技術的な意義を考えれば、この制御は四

輪自動車に限らず、どんな車両にも適用できるものである。したがって、リーン姿勢で旋

回可能に構成された車両、ドローンへの適用を排除する理由はない。 

・引用文献の記述の大半は、アクセルペダルに限定しない「アクセル操作量」という言葉

で説明されている。つまり、「アクセルペダル」は操作方法の一例を示したに過ぎず、引用

発明がペダル操作（四輪車）専用の技術であることを意味するものではない。 

・リーン車両の中にも、手元のグリップではなく「アクセルペダル」を備えたものが存在

することは、周知の事実である。この点からも、引用発明をリーン車両等に適用すること

は十分に可能である。 

 

（判決文抜粋） 

1. 引用発明は、「バッテリの温度が低いときに、バッテリから加速に必要な電力を供給で

きなくなるのを防止し、良好な加速応答性を確保する」・・との課題を解決するために、「バ

ッテリ９及び／又は発電機２から供給される電力で駆動される電動機４によりアクセル操

作量ＡＰＳに応じた駆動出力が得られるように」、「・・バッテリ９のバッテリ温度が低く
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供給可能な電力が低下する場合には・・同じ出力を保ちつつ・・高回転速度且つ低トルク

側へと変更しエンジン１の余裕トルクを増大させる」との制御を行うことにより、「発電機

２の発電出力の応答が早められる」・・ものである。 

 このような引用発明の技術的意義からすれば、・・引用発明の車両の対象としては、任意

の車両を対象とし得るものであって、四輪自動車に限られず、リーン姿勢で旋回可能に構

成された車両又はドローンを特段排除するものではない。 

 ・・引用文献の大半において、該駆動力制御装置について「アクセル操作量」を用いて

説明がなされている・・。一方、「アクセルペダル」が記載されているのは、・・「例えば、

図４に示すようにアクセルペダルの操作量が」との箇所だけであるから、引用発明の技術

的意義からみても、引用発明における「アクセル操作量ＡＰＳ」はアクセルペダルのみを

対象としたものではない。 

 その意味で、引用発明の「アクセルペダルの操作量」との認定・・は、・・「アクセル操

作量」の具体的一例として、「アクセルペダルの操作量」と認定したものに過ぎず、引用発

明の駆動力制御装置の対象は、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンを特

段排除するものではない。 

 引用発明の車両の対象としては、アクセルペダルを有する四輪自動車に限られず、任意

の車両を対象とし得るものであって、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドロー

ンを特段排除するものではない。 

 リーン姿勢で旋回可能に構成された車両において、アクセルペダルを備えたものがある

ことは、周知の事項である・・。 

 

２． 

（要約） 

・引用発明が解決しようとしているバッテリ温度の低下は、言い換えれば「バッテリから

供給できる電力が減ってしまうことである。 

・リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンは、構造上バッテリが小型である

ため、「元々供給できる電力の総量が少ない状態」になりやすい。 

・原因は違っても、「十分な電力を供給できない状態をどう解決するか」という点では、両

者は共通の課題を抱えている。 

・あらゆる車両においてバッテリ等の部品を小さく・軽くすることはごく一般的な課題で

ある。したがって、引用発明（四輪車）においてもバッテリの小型化は当然求められるテ

ーマであり、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンに特有の問題というわ

けではない。 

・本件発明と引用発明とは「電力不足の解消」という共通の課題を持っており、かつバッ

テリの小型化も車両全般の共通テーマである以上、引用発明を、リーン姿勢で旋回可能に

構成された車両、ドローンに当てはめることに、困難性はない。 
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（判決文抜粋） 

２ ・・引用発明は、・・バッテリ９のバッテリ温度が低い場合、バッテリ９から供給可能

な電力が低下するものである。また、・・「周知技術のリーン姿勢で旋回可能に構成された

車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」・・である。そして、・・一般的に小型

のエネルギー貯蔵装置は、エネルギー貯蔵可能な電力の総量、すなわち、供給可能な電力

の総量が低いことは、技術常識である。したがって、周知技術のリーン姿勢で旋回可能に

構成された車両又はドローンにおいては、エネルギー貯蔵装置が小型であることにより、

「エネルギー貯蔵装置から供給可能な電力が低いという状態」・・が形成されるものといえ

る。 

 そうすると、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」の「エネルギー貯蔵装置から供

給可能な電力が低いという状態は引用発明のバッテリ温度が低下した場合と共通する課題

を内在する」・・における「共通する課題」とは、「エネルギー貯蔵装置から供給可能な電

力が低いという状態」に対応することと理解できる。 

 加えて、・・車両一般において、部品の小型化及び軽量化はごく一般的な課題であるから、

車両の発明である引用発明においても、部品（バッテリ）の小型化及び軽量化は、当然に

要請される課題である。 

 以上によれば、・・、引用発明の車両を、周知技術を考慮に入れて、上記の同様の課題を

有するリーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに、格別な困難性がない、と判

断したものと理解できる。 

 

３． 

（要約） 

・進歩性を否定するために、本件発明と引用発明の「具体的な課題」が完全に同じである

必要はない。大枠の目的が類似していれば、従来技術を基に思いつくことは可能である。 

・原告が主張している「短時間でのバッテリ変動と姿勢制御の関係」という課題自体、出

願時の明細書には明確に書かれていない。 

・原告は「短時間でバッテリ残量が変動すること」をリーン姿勢で旋回可能に構成された

車両、ドローン特有の課題としているが、これは単に「バッテリの容量が小さいから減り

が早い」という当たり前の現象である。 

・四輪車であっても部品（バッテリ）の小型・軽量化は常に求められる一般的な課題であ

る。そのため、引用発明の四輪車においても「バッテリを小型化すれば、短時間で残量が

変動するようになる」ことは、専門家であれば当然予測できる。 

・したがって、引用発明（四輪車）をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローン

に適用することにも、また「温度低下時」の制御に加えて「バッテリ残量低下時」の制御

を採用することにも、特別な困難性はない。 
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（判決文抜粋） 

３ ・・主引用例の選択の場面では、そもそも請求項に係る発明と主引用発明との間で、具

体的な課題が共通している必要は必ずしもない・・。 

 また、原告が主張する課題についてみても、当該課題は、本願明細書等に記載も示唆も

されていない。 

 また、・・エネルギー貯蔵状態が短い時間で変動することは、小型のエネルギー貯蔵装置

のエネルギー貯蔵可能な電力の総量が低いことに起因することであるといえる。そして、

引用発明においても、部品（バッテリ）の小型化及び軽量化は、当然に要請される課題で

あることから、引用発明もバッテリの小型化及び軽量化に伴い、エネルギー貯蔵状態は短

時間で変動する状態が生じうることは、当業者であれば当然理解できる。さらに、・・引用

発明の車両を、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両とすることに、格別な困難性は認

めらない。ここで、・・引用発明において、バッテリ温度が低い場合に加えてＳＯＣが低下

した場合を採用することは容易であるところ、周知技術のリーン姿勢で旋回可能に構成さ

れた車両又はドローンにおいては、エネルギー貯蔵装置が小型であり、また、引用発明に

おいても、部品（バッテリ）の小型化及び軽量化は、当然に要請される課題であることか

ら、引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両としたものにおいても小型

のバッテリの小型化及び軽量化に伴い、エネルギー貯蔵状態は短時間で変動する状態が生

じうることは、当業者であれば当然理解できる。 

 

４． 

（要約） 

・引用文献には、バッテリ温度に関わらず「バッテリから電力を供給できなくなると加速

の応答が悪くなる」という大前提が書かれている。 

 引用文献に「更に、バッテリ温度が低い時」と書かれているのは、「出力不足が起きやす

い状況」の中で、特に目立つ例として温度低下を挙げたに過ぎない。つまり、引用発明は

温度低下以外の出力不足（残量低下など）も当然想定の範囲内である。 

・本願明細書に書かれている、バッテリ残量に関わらず、いつも同じように加速できると

いう本件発明の効果は、引用発明と一般的な技術（周知技術）を組み合わせれば、当然得

られる効果に過ぎない。 

・仮に、原告の主張する「姿勢制御が安定する」という効果が本件発明の明細書から読み

取れるとしても、それはリーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローンにおいて当た

り前の事実である。なぜなら、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローンは、カ

ーブで内側に傾いて遠心力に対抗する乗り物であり、軽快な動きが求められるのは常識だ

からである。したがって、既存の技術を使ってリーン姿勢で旋回可能に構成された車両、

ドローンを制御すれば、「姿勢の制御性が安定する」という効果が出るのは当然であり、特
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筆すべき効果ではない。 

 

（判決文抜粋） 

４ ・・引用文献には、バッテリの温度に関わらず、加速に必要な不足電力分をバッテリか

ら供給できないことにより加速応答性が低下することが記載されているといえる。 

 また、引用文献・・において、「更に、バッテリ温度が低い時」と記載されているように、

「バッテリ温度が低い時」はバッテリ９からの出力不足が起きやすい状況のうちで特出さ

れたものであって、バッテリ９からの出力不足が起きやすい状況は「バッテリ温度が低い

時」に限られない。 

・・・ 

 本願明細書等・・の記載によれば、本件補正発明の効果は、「エネルギー貯蔵装置のエネ

ルギー貯蔵量に関わらずに、加速指示に対する出力の応答に再現性を維持することができ

る」ことであるといえる。そして、かかる効果は、引用発明に、周知技術及び周知事項を

採用した発明においても奏する効果であることは明らかであり、本件審決の判断に誤りは

ない。 

 仮に、「姿勢の制御性」に関する効果が本願明細書等の・・記載から自明な効果であると

すると、引用発明、周知事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることが

できた発明においても、その車両はリーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローン

であり、「カーブの内側に傾いた姿勢で旋回するように構成され」たものであって、「旋回

時にビークルに加わる遠心力に対向する」ものであり、「軽快性が求められる」ものである

ことは自明であり、「姿勢の制御性」に係る効果を奏することも自明であるといえる。 

 

６．裁判所の判断 

（要約） 

・被告は「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドローンはバッテリが小型であるか

ら電力が足りなくなる。したがって、引用発明（四輪車）と課題は同じである」と主張す

る。しかし、「バッテリの容量が小さいこと」と、「ある瞬間に供給できる電力が低いこと」

は同じではない。被告は、この点についての客観的な証拠を全く示しておらず、「共通の課

題があるから適用は容易」とした被告の判断は根拠がない。 

・被告は「原因が温度であれバッテリ残量であれ、電力不足による加速不良という点は同

じである」と主張する。しかし、引用発明はあくまで「温度が低い時特有の問題」を解決

するためのものである。当業者であれば、「バッテリ残量が 100%でも出力が落ちてしまう温

度低下」と「バッテリ残量の低下」とは全く別の状況であると理解する。したがって、「温

度低下」という大前提を無視して、その仕組みを「残量低下」の対策として都合よく流用

する理由はない。 

・被告は「引用発明はあらゆる車両に適用できるからドローンも含まれる」と主張する。
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しかし、引用発明は「車輪を回して陸上を走る車」であるのに対し、ドローンは「プロペ

ラを回転させて飛行する航空機」であり、構造も移動形態も本質的に全く異なる。被告は、

「ドローンも仕組みが似ていて小型だから容易に適用できる」と主張しているが、それを

裏付ける証拠を全く出していない。 

・以上のように、被告の「四輪車の技術をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両、ドロ

ーンに適用することに特別な困難はない」とする判断は、明確な根拠や理由がなく誤りで

ある。したがって、拒絶審決は取り消されるべきものである。 

 

（判決文抜粋） 

 引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が小さいとい

う課題を解決するものであると認められる。 

 ・・「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小

型」であることについては、その根拠が示されておらず、これを裏付ける証拠が本件で提

出されていることもない。 

 また、仮に、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一

般的に小型」であるといえるとしても、車両に備わるエネルギー貯蔵装置（バッテリ）が

小さい場合に、当該エネルギー貯蔵装置から供給可能な電力が低いと認めるに足りる証拠

はない。電力とは「電流による単位時間当たりの仕事」を意味するところ（広辞苑第七版）、 

バッテリが小さい場合に、当該バッテリから供給可能な電力の総量が小さいといえたとし

ても、このことは、当該バッテリがある時点において供給する電力が低いことを直ちに意

味するものではない。 

 そうすると、・・引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電

力が小さいという課題を解決するものであるところ、「リーン姿勢で旋回可能に構成された

車両」について、エネルギー貯蔵装置（バッテリ）から供給可能な電力が低いとの課題が

一般的に存在すると認めるに足りないから、引用発明が解決する課題と、「リーン姿勢で旋

回可能に構成された車両」が一般的に有する課題が共通するとはいえない。したがって、

引用発明の課題と、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」が一般的に有する課題が共

通するために、当業者において、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された

車両」とする動機付けがあると認めることもできない。 

・・そうであるとすれば、引用発明の車両を、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」

とすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、その根拠を欠くもの

であり、判断の理由を示しておらず、誤りがあるというべきである。 

 

・・被告は、・・引用文献の記載に接した当業者は、引用発明の課題として、加速に必要な

不足電力分をバッテリから供給できないことによる加速不良を解消し、良好な加速応答性

を確保することを認識するものといえ、本件審決における引用発明の課題の認定に誤りは
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ないと主張する。 

 しかし、・・引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が

小さいという課題を解決するものであると認められる・・。 

 引用文献・・は、駆動力制御装置が適用される車両において、発電機２から電動機４に

供給される電力が不足すると、バッテリ９から電動機４に不足分の電力が供給されるが、

この不足分がその時点におけるバッテリ９の最大出力を超えてしまうと、電動機４へ供給

できる電力が不足して駆動に使用できる電力が減少し、加速応答性が低下し、かつ、発電

出力の応答はエンジン１の余裕トルクが小さいほど遅くなるという一般的な問題を挙げて

いる。しかし、引用文献は、これに次いで、・・上記のバッテリ温度が低い場合には、前記

の一般的な問題に加えて、バッテリ温度が低い場合の特有の問題も生じることを指摘して

おり、・・これらの引用文献の記載からも、引用文献はバッテリの温度が低い場合の構成を

示すものであると認められる。したがって、引用文献の・・記載や、・・「更に」との文言

が用いられていることをもって、引用発明の課題が被告の上記主張のとおりの内容である

と認めることはできない。 

 ・・本件審決は、「エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合やエネルギー貯蔵量（ＳＯ

Ｃ）が低下した場合に、エネルギー貯蔵装置の供給可能電力が低下すること。」が周知の技

術的事項であると認定しているが（本件周知事項）、上記内容が周知の技術的事項であるの

であれば、当業者は、エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合、エネルギー貯蔵量が十

分（例えば１００％）であっても供給可能電力が低下することを認識するといえる。そう

すると、当業者は、エネルギー貯蔵装置の温度が低下した場合と、エネルギー貯蔵量が低

下した場合とでは、状況が異なると理解するといえ、エネルギー貯蔵装置の温度が低下し

た場合に対応した構成を、エネルギー貯蔵量が低下した場合に採用する理由があると直ち

に認めることはできず、上記構成をエネルギー貯蔵量が低下した場合に採用する理由があ

ることの根拠を本件審決が示しているとも解されない。 

 以上によれば、引用文献の記載に接した当業者が、引用発明の課題として、「バッテリ温

度が低い時に」という前提を捨象して、加速に必要な不足電力分をバッテリから供給でき

ないことによる加速不良を解消し、良好な加速応答性を確保することを認識するとは認め

られず、被告の上記主張は採用することができない。 

 

 本件補正発明のドローンにつき、本願明細書等に定義は示されていないが、・・本願明細

書等・・には、「航空機としては、特に限定されず、例えば、回転翼機、固定翼機などが挙

げられる。回転翼機としては、ヘリコプター、マルチコプター 、ドローンが挙げられる。」

と記載されており、ドローンは航空機のうち回転翼を有するものであり、回転翼を回転さ

せて大気中を飛行するものであると認められる。 

 これに対し、引用発明は車両の発明である・・。そして、引用発明の車両は駆動輪を有

するものであり、この駆動輪は電動機４の駆動出力によって駆動されるものである。この
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ように、引用発明の車両は、・・車輪を有し、この車輪が回転して陸上を走行する車である

と認められる。 

 そうすると、車輪が回転して陸上を走行するものである引用発明の車両と、回転翼を回

転させ大気中を飛行するものである本件補正発明のドローンとは、構造・移動形態が本質

的に異なるといえる。そして、車両をドローンとすることが当業者の技術常識であるとも

認められない。 

 さらに、本件審決は、・・「エンジンと発電用電動機とエネルギー貯蔵装置と推進用電動

機とを備えたビークルが、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両であること」を周知の

技術（本件周知技術）と認定するが、ドローンが「エンジンと発電用電動機とエネルギー

貯蔵装置と推進用電動機とを備えた」ものであることを認めるに足りる証拠を示していな

いし、・・引用発明の車両をドローンとすることにつき格別の困難性は認められないと判断

する根拠として、ドローンについて「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両と同様に一

般的に小型でエネルギー貯蔵装置も小型であること」を挙げるが、これを認めるに足りる

証拠を示していない。 

 そうであるとすれば、引用発明の車両をドローンにすることに格別の困難性は認められ

ないとする本件審決の判断は、その根拠を欠くものであり、判断の理由を示しておらず、

誤りがあるというべきである。 

 

 ・・被告は、・・引用発明の車両の対象としては、任意の車両を対象とし得るものであっ

て、四輪自動車に限られず、リーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンを特段

排除するものではないと主張する。 

 しかし、・・引用文献の記載によれば、引用発明の「車両」は車輪が回転して陸上を走行

する車であると認められ、ドローンは含まれないものであるから、仮に引用発明の車両が

任意の車両を対象とし得るものであるとしても、引用発明がドローンを排除しないとはい

えず、被告の上記主張は採用することができない。 

 ・・以上のとおり、引用発明の車両を、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とす

ることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、その根拠を欠くものであ

り、判断の理由を示しておらず、誤りがあるというべきであり・・、引用発明の車両をド

ローンにすることに格別の困難性は認められないとする本件審決の判断は、その根拠を欠

くものであり、判断の理由を示しておらず、誤りがあるというべきである・・。したがっ

て、引用発明の車両を、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」又はドローンとするこ

とに格別の困難性は認められないとの本件審決の判断は、誤りである。 

 

 以上によれば、原告の主張する取消事由は理由があり、本件審決は取り消されるべきも

のであって、原告の請求は認容されるべきである。 
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６．コメント 

 本件は、その後、登録審決になっています。 

 担当しているクライアントの件であったため、この判例を選択しました。 

 本件発明と引用発明とは、出力を変更せずにトルクを下げてエンジン回転数を上げる制

御を行う点で共通していますが、制御を行う状況、目的等が全く異なることから進歩性な

しの審決が否定されています。引用文献に周知技術を組み合わせて容易に想到できるとい

う拒絶理由に対して、発明対象の技術的性質、課題、効果等、多方面から反論しており、

参考になるかと思います。 

以上 


